[bookmark: at1]館山市地域おこし協力隊（リノベーションまちづくり推進業務）募集要領
　館山市は、東京の中心部から100㎞圏と、東京都心に近い立地条件にありながら、温暖な気候と、輝く海、緑豊かな自然に囲まれ、新鮮な海産物や多彩な農産物、戦国大名里見氏ゆかりの史跡や寺社仏閣、首都東京防衛の歴史を物語る戦争遺跡、さらには温泉や海の魅力を活かしたスポーツ観光等、多種多様な資源を有しています。
　しかし、近年では、人口減少と少子高齢化の進展、若年層の流出など、日本全体が抱える構造的な人口問題により、自治体そのものの持続性・継続性が危ぶまれています。
　このような中、館山市における中心市街地の課題を踏まえ、館山ならではの魅力の発見とエリアの価値の向上に向けて空き店舗等の資源を活用し、リノベーション(物件の価値を高めるための改修)や不動産オーナーとビジネスオーナーとのマッチングによる空き店舗の解消を行い、地域外から、新たな視点や斬新なアイデア・能力を有する人材を受け入れ、制度の趣旨を守りつつ、任期終了後まち中で仕事をするにあたり、新事業展開の実現可能性を探りつつ、顧客獲得につながる取組みとして活用していただきたいと考え組織構築を想定した諸活動に取り組んでいただける、意欲ある地域おこし協力隊員を募集します。

1． 募集人数
　地域おこし協力隊員（リノベーションまちづくり推進業務協力隊員）　１名

2． 募集条件
以下（１）～（11）のすべてに該当する方
（1） 平成31年４月１日現在で、原則20歳以上65歳未満の方（性別不問）
（2） 心身共に健康で、誠実に業務を行うことができる方
（3） 次のいずれか一方に該当する方
1 現在、三大都市圏をはじめとする都市地域等（過疎、山村、半島等の地域に該当しない市町村）に在住し、隊員として採用された場合、館山市に生活拠点を移し、住民票を異動できる方
2 他の地方公共団体での協力隊経験者（隊員経験２年以上、かつ解嘱から１年以内の方）
（4） 協力隊活動終了後、館山市に定住する意思のある方
（5） 二級建築士以上の資格を有する方
（6） 基本的なパソコン操作（ワード、エクセル、パワーポイント、メール等）ができる方
（7） インターネットやSNSを活用した情報発信ができる方
（8） 市職員や地域住民、事業者、関連団体と積極的に関わり、意欲的に関係を築こうと努力できる方
（9） 現地域おこし協力隊員と協力しながら、事業推進を図れる方
（10）企画立案・販路開拓等を自ら行動して、実践できる方
（11）地方公務員法（昭和25年法律第86号）第16条の欠格条項に該当しない方

3． 隊員の活動
隊員は、地域おこし協力隊として、リノベーションまちづくりの推進に関し、次に掲げる活動を行うものとします。ただし、活動の方向性等については、館山市と隊員が協議の上、決定します。
(1) 地域おこし協力隊として先進事例調査等の情報収集
(2) 空き店舗情報登録と情報発信
(3) 空き店舗リノベーション（空き店舗、空間等）
(4) 不動産オーナーとビジネスオーナーのマッチング
(5) 「館山情報収集仲間づくり」活動、既存店舗の販促支援
(6) 地区で行われるイベント・行事、まちづくり団体の活動等への参加
(7) 地区に住む人々や商いを営む人々などとの連携
(8) 中心市街地の活性化につながる事業
(9) その他、地域振興に係る活動で、特に市長が必要と認めたもの
4． 任期
　委嘱日から令和2年3月31日まで
（委嘱日は令和元年中のなるべく早い時期を予定していますが、委嘱予定者と協議の上、決定します。）
年度単位で更新し、最長で３年間継続可能とします。その際には、毎年度面接により成果等を検証し、継続更新についての判断を行うものとします。
　ただし、協力隊員にふさわしくないと判断した場合は、任期中であっても委嘱を取り消す場合があります。

５．活動拠点及び活動地域
　活動拠点を館山市役所経済観光部雇用商工課（館山市館山1564-1）とし、活動地域は市内全域とします。

６．任用形態
館山市地域おこし協力隊（リノベーションまちづくり推進業務）要綱に基づき、館山市長が委嘱します。なお、隊員は館山市の委嘱を受け、守秘義務に関する契約等を締結した上で諸活動を行い、その活動の対価として、報酬の支払いを受けるものとし、隊員と館山市との間に雇用契約は存在しないものとします。

７．活動時間、活動日数、休暇等
（１）活動時間は、原則として１日７時間45分とします。
（２）活動日数は、原則として１カ月20日間とします。
（３）休暇日は、館山市と協議の上、決定します。
（４）年末年始や年次休暇など、別に定める休暇の原因に対しては、報償の支給対象休暇とすることができます。
（５）その他、活動日時、休暇等の詳細は、都度、館山市と協議の上、決定するものとします。

8． 報償費等
報償費（月額）　208,400円
毎月、活動月の翌月21日までに支給します。
隊員と館山市とは雇用契約を結ばないため、各種手当・賞与等の支給はありません。
また、所定の活動時間を下回った場合は、その分の報償を減額することがあります。

9． 待遇・福利厚生
（１）隊員と館山市とは雇用契約を結ばないため、健康保険・国民年金等は自己負担となります。
（２）活動に必要なパソコン、事務用品等は貸与します。
（３）活動時間中は、公用車の使用が可能ですが、市内での生活や通勤手段として、自家用車は必要不可欠です。自家用車等の持ち込みをお勧めします。
（４）住居はご本人でご用意いただきます。（物件探し等は相談に乗ります。）
ただし、月額５万円を上限に、生活支援としての住居費を、予算の範囲内で市が補助します。
（５）引っ越しにかかる費用や生活に必要な費用（水道光熱費、食費、生活備品購入費等）などは自己負担となります。
（６）その他、活動に関連する諸経費（車両借上料、傷害保険料、出張旅費、研修負担金等）は、活動費として予算の範囲内で市が補助します。
（７）活動内容に関係がある場合や、活動に支障がない範囲においては、兼業をすることができます。

10．応募手続き
（1） 応募方法
　　次の提出書類を下記応募先まで、郵送又は持参してください。
　　提出された応募書類は返却いたしません。
1 館山市地域おこし協力隊（ふるさと納税応援隊）応募用紙（別紙様式）：必要事項記載
2 履歴書：書式は任意。写真（６か月以内撮影・上半身・無帽・正面）貼付必須。
3 住民票
（2） 応募受付期限
[bookmark: _GoBack]　　随時受付（令和元年5月24日最終応募〆切）
　※委嘱予定者が決まり次第、受付終了とします。
（3） 選考
1 第１次選考：書類審査の上、文書で結果を通知します。
2 第２次選考：第１次選考合格者を対象に面接等を行います。日時及び会場等の詳細は、第１次選考結果通知の際にお知らせします。最終結果は文書で通知します。
※応募にかかる費用（書類郵送代、交通費、宿泊費等）はすべて応募者の負担となります。

11．その他注意事項
（１）住民票の異動は、必ず委嘱日以降に行ってください。それ以前に住所を異動させると、応募対象者でなくなり、採用取り消しとなる場合があります。
（２）選考において、適当と思われる応募者がいなかった場合は、募集人数に係わらず、本募集期間において、「採用者なし」とすることがあります。また、その場合は、再度の募集を行う場合があります。予めご了承ください。


応募・問合せ先
館山市経済観光部雇用商工課雇用定住係
〒294-0036
千葉県館山市館山1564-1
TEL 0470-22-3136
FAX 0470-24-2404
Eﾒｰﾙ shoukan@city.tateyama.chiba.jp


館山市地域おこし協力隊（リノベーションまちづくり推進業務協力隊）応募用紙
	（ふりがな）
氏　　名
	　
　

	生年月日
	S・H　　年　月　日（　　歳）
	性別
	男性 ・ 女性

	現 住 所
連 絡 先
	住　所
	〒


	
	電　話
	自宅 （　　　　）　　　　－
携帯 （　　　　）　　　　－

	
	E ﾒｰﾙ
	

	応募条件確認
	（確認後の上、□に✓を入れてください。）
□ 募集要領の内容を十分に確認し、募集条件のすべてに該当していることを確約します。

	応募理由
	

	経歴・職歴
現在の役職等
	

	転居する際の
家族人数
	（該当する□に✓を入れ、必要に応じて人数を記入ください。）
□本人のみ　　□夫婦のみ　　□夫婦以外を含む複数名
　　　　　　　　　　　  　　　（家族総人数：　　名）

	健康状態
	（アレルギーや持病など、健康上の特記すべき事項があれば、記入してください。）

	事前に知りたいこと
伝えておきたいこと
	（何かあれば、記入してください。）

	備　　考
	


活動目標レポート
	下記の項目等を参考に、ご記入ください。
（※Ａ４サイズの任意様式での提出も可能です。資料等を添付していただいてもかまいません。）
・地域おこし協力隊に採用された場合、どのような活動をしてみたいか
・これまでに培ってきた技術や経験がどのように活かせるか
・活動に係る目標・計画・事業設計　　など

	


※記入しきれない場合や別途資料がある場合は、任意様式によりご自由に添付ください。
※以下のものを添付してください。
　・履歴書（任意様式。写真貼付必須）
　・住民票
